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 第１条  補足説明

＊１ 被指定契約の不定期払保険
料

被指定契約の締結後に指定契約
を締結する場合の被指定契約の
不定期払保険料をいいます。

＊２ 取扱カード会社の会員規約
等により指定クレジット
カードを利用できる会員本
人

取扱カード会社の会員規約等に
より指定クレジットカードの使
用が認められている者を含みま
す。

 第２条  補足説明

＊１ 指定クレジットカードを利
用して保険料払込みの手続
きが完了した時

取扱カード会社が指定クレジッ
トカードの有効性等を確認した
ことを保険契約者に通知した時
をいいます。

第１回保険料クレジットカード払込特約
（実施　平22.10.4）

 第１条  特約の付加

１．この特約は、会社の取扱いの範囲内で、保険契約者から主たる保険契約（以下「主
契約」といいます。）の第１回保険料または第１回保険料相当額（保険契約指定
特約に定める被指定契約の不定期払保険料＊１を含み、以下「第１回保険料等」と
いいます。）を保険契約者の指定するクレジットカード（以下「指定クレジットカー
ド」といいます。）で払い込む場合に、主契約に付加します。

２．この特約を付加するときは、次のすべての条件を満たすことを必要とします。

⑴ 指定クレジットカードが会社の指定するクレジットカード発行会社（以下「取
扱カード会社」といいます。）から貸与されたクレジットカードであること

⑵ 指定クレジットカードが有効であり、かつ第１回保険料等が指定クレジット
カードの利用限度額以下であること（以下「指定クレジットカードの有効性
等」といいます。）

⑶ 保険契約者は、取扱カード会社の会員規約等により指定クレジットカードを
利用できる会員本人＊２と同一人であること

 第２条  第１回保険料等の払込み

会社は、この特約が付加された主契約の第１回保険料等について、指定クレジッ
トカードによる払込みを取り扱います。この場合、保険契約者が指定クレジット
カードを利用して保険料払込みの手続きが完了した時＊１に会社が第１回保険料
等を受け取ったものとします。

 第３条  第１回保険料等の払込みがなかったものとする場合

第２条（第１回保険料等の払込み）にかかわらず、次のすべてに該当するときは、
第１回保険料等の払込みはなかったものとします。

⑴ 会社が指定クレジットカードの発行会社から第１回保険料等に相当する金額
を受け取ることができないとき

⑵ 指定クレジットカードの発行会社が指定クレジットカードの名義人（会員規
約等により指定クレジットカードの使用が認められている者を含みます。）
から第１回保険料等に相当する金額を受け取ることができないとき

 第４条  第１回保険料等の領収証

第２条（第１回保険料等の払込み）に定める方法により払い込まれた第１回保険
料等については、保険契約者からの申出がない限り、領収証は発行しません。

 第５条  主契約の保険金額等を増額する場合等の取扱い

主契約の保険金額等の増額または主契約への特約の付加の際にこの特約を主契約
に付加するときは、その際に払い込むべき金額の払込みについて、第２条（第１
回保険料等の払込み）から第４条（第１回保険料等の領収証）の規定を準用しま
す。
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